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昭和村老人休養ホーム 指定管理者仕様書

令和８年２月６日

昭和村老人休養ホームしらかば荘（以下「しらかば荘」という。）の指定管理者が行う

業務の内容及びその範囲等はこの仕様書によるものとする。

１ 趣旨

本仕様書は、指定管理者が行うしらかば荘の業務内容及び履行方法について定める

ものとする。

２ 指定管理者が行う管理の基本的考え方

(1) 条例等を遵守し、交流人口の拡大等を通じた本村の活性化及び村民福祉の増進と、

老人の健全な保健と休養を図るという設置目的に基づき、管理運営を行うこと。

(2) 公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の個

人又は団体等に対して、有利又は不利になるような取り扱いをしないこと。

(3) 施設の衛生面には十分留意し、清掃を徹底すること。

(4) 効率的かつ効果的な管理運営を行うこと。

(5) 地域住民の雇用に努めること。

３ 施設の内容

(1) 建築面積

温泉交流棟：456.44㎡／宿泊棟：791.94㎡／合計：1,248.38㎡

(2) 施設規模

温泉交流棟：鉄骨造平屋建トタン葺

宿 泊 棟：鉄骨造 2階建トタン葺

ア 温泉交流棟

施設名 規模等

大浴場（男・女） 各 1室（脱衣室）

露天風呂（男・女） 各 1室

交流室（大広間） 1室（49畳、ステージ付き）

便益施設 ロビー、ホール、売店、トイレ等

イ 宿泊棟

施設名 部屋数×定員 定員

和室（12.5畳） 6室× 5人 30人

和室（25畳） 1室× 12人 12人

特別和室（和洋室） 1室× 4人 4人

洋室 1室× 2人 2人

特別洋室 1室× 2人 2人

レストラン 1室 32席

厨房 1室



- 2 -

ウ その他

湯温調整設備 1棟、バーベキューハウス 1棟

４ 関係法令等の遵守

管理運営にあたっては、次の関係法令を遵守すること。

(1) 地方自治法

(2) 昭和村老人休養ホーム設置条例

(3) 昭和村情報公開条例

(4) その他関係法令

５ 業務の内容

(1) 維持管理に関する業務

ア 法定点検

(ｱ) 消防設備保守点検

(ｲ) 自家用電気工作物保守管理

(ｳ) 空調設備機器保守点検

(ｴ) 衛生害虫駆除

(ｵ) 排水設備清掃

イ 自主点検等

(ｱ) 水道設備点検

(ｲ) 温泉入浴設備点検

(ｳ) 汚水処理施設維持管理

(ｴ) 消防設備点検

(ｵ) 電気設備点検

(ｶ) ガス設備保守点検

(ｷ) 自動ドア保守点検

ウ 施設の保全管理

(ｱ) 清掃業務

ａ 利用者に支障が生じないよう業務を行い、常に快適な環境を利用者に提供

すること。

ｂ 施設内の清掃、駐車場・敷地内の除草及び清掃、施設等のごみ収集・運搬

・搬出及び処理等、清掃業務基準を定め、詳細な清掃箇所及び清掃回数・方

法等を提示すること。

ｃ 清掃作業を確実に履行できる人員を配置すること。（他の業務と兼務も可能

とする。）

(ｲ) 警備業務

ａ 施設等について、火災・盗難の予防及び不法侵入などの不法行為を防止し、

施設等の安全確保を図ること。

ｂ 宿直者による警備とし、施設の巡視及び警戒、出入口の開閉・施錠・点灯

・消灯、車の管理及び駐車の整理、火気の取締り、夜間の電話の対応及び郵

便物の収受、緊急を要する事態に対する連絡等を実施すること。
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エ 利用者の安全確保に関する業務

利用者の安全対策、監視体制の確保及び緊急時対策、防犯・防災対策について

マニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。

(2) 利用の承認等に関する業務

利用の承認、利用の承認の取り消し等

(3) 利用料金に関する業務

利用料金の収受等

(4) 地域の観光交流事業の振興と地域との連携に関する業務

村及び近隣地域の関係機関と連絡調整を図り、地域の観光交流事業の振興につい

て最大限の協力を行うこと。

６ 適正な職員の配置等

(1) 総括責任者（支配人等）を 1 名以上配置すること。（他の業務との兼務も可とす

る。）

(2) 職員の雇用形態、人数及び勤務形態はサービス低下にならないよう定めること。

(3) 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること。

７ 責任分担の内容

リスク管理・責任分担の方針は次のとおりとする。なお、細部については村と指定

管理者が協議のうえで決定するものとする。

(1) 施設及び設備の保守点検、維持管理（清掃、補修等）、安全・衛生管理に至るま

で、指定管理者が行う。

(2) 事故、火災等による施設の損傷及び被災者に対する責任は、事案ごとに判断する。

(3) 利用者に被災等があった場合は、指定管理者は迅速かつ適切に対応して、速やか

に村へ報告すること。

(4) 利用者からの苦情、トラブル等については、原則として指定管理者が対応する。

なお、これらの事案が発生したときは速やかに村へ報告すること。

(5) 施設の補修、修繕等に係る指定管理者と村との協議区分は次のとおりとする。

指定管理者の 村に協議し

判断で実施 承認を受け実施

施設の補修、修繕 150万円未満 ○

（ 原形復旧を原則） 150万円以上 ○

設備の補修、修繕 100万円未満 ○

100万円以上 ○

物品の購入 100万円未満 ○

100万円以上 ○

(6) 大規模な修繕及び指定管理者の責に帰することができない場合は、双方協議のう

え、その実施区分と費用の負担区分を決定することとする。

ア 大規模修繕とは以下のすべてを満たす場合とする。

(ｱ) 村の協議額を大きく超える修繕費等である場合。

(ｲ) 施設の躯体・壁面・床などの施設本体や施設の広範囲にわたる設備の損傷等
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であり、管理運営に大きな支障をきたす場合。

(ｳ) 施設機能を回復するまでに相当の期間（2 か月程度）を要すると村が認めた

場合。

イ 温泉井戸の設備についてはこの限りでない。

８ 備品等の取扱い

(1) 村は別に示す備品等を、無償で指定管理者に貸与する。指定期間中、指定管理者

は貸与された備品等を常に良好な状態に保つこと。

(2) 指定管理者の故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、村との協議によ

り、必要に応じて村に対してこれを弁償又は指定管理者の負担（自己の費用）によ

り当該備品等と同等以上のものを購入又は調達すること。

(3) 指定管理者は、サービス向上等を目的に備品等を購入（自己又は施設の費用）又

は調達できるものとする。ただし、購入又は調達にあたっては事前に村と協議する

こと。

(4) 指定管理者が、施設の費用で購入した備品等及び上記(2)で購入又は調達した備

品等は、村の備品等となるが、自己の費用で購入した備品等については、指定管理

期間満了後、原則としてして管理者が自己の責任と費用で撤去、撤収すること。た

だし村との協議において両者が合意した場合、村又は村が指定するものに対して売

却又は譲渡により引継ぐことができる。

９ 実績報告、業務報告書及び事業計画書等の提出

(1) 毎月終了後、15 日以内に利用者数、その他必要な報告事項等に係る実績報告書

を提出すること。

(2) 毎年度終了後、60 日以内に次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出するこ

と。

ア 管理運営等業務の実施報告

イ 利用状況及び収支状況

ウ 自主事業の実施状況

エ その他村長が必要と認めるもの

(3) 毎年度 10月末までに次年度の事業計画書及び収支計画書を提出すること。

10 施設賠償責任保険等への加入

指定管理者は、適切な範囲で施設賠償責任保険等に加入すること。なお、建物災害

保険については村において加入する。

11 事前準備

指定管理者は、業務の開始前に本業務の実施に必要な資格者及び従事者を確保し、

必要な研修会を行い、また現管理者と十分な引継ぎを行うこと。なお事前準備に係る

費用はすべて指定管理者の負担とする。

12 その他
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業務を実施するにあたっては、次の各事項に留意して業務を円滑に実施すること。

(1) 指定管理者が施設の管理運営の各種規定、要項等を作成する場合は村と協議する

こと。

(2) 指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び

処理について疑義が生じた場合は、村と協議し決定すること。

(3) 村は必要に応じて、施設・備品・各種帳簿等の立入検査を行うこととする。


